
令和3年 1月 _国土交通省関東地方整備后

経営業務の管理責任者の個別認定申請について

建設業法第七条第一号
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で

定める基準に適合する者であること。

建設業法施行規則第七条

法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとお りとする。

第一号 次のいずれかに該当するものであること。

イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

(1)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者 (経営業務を執行する権限

の委任を受けた者に限る。)と して経営業務を管理 した経験を有する者

(3)建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任
者を補佐する業務に従事 した経験を有する者

日 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験 (許可を受
けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設

業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下この口において同じ。)を有する者、労

務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員を直接に補佐する者と

してそれぞれ置くものであること。

(1)建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有 し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ

職制上の地位にある者 (財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)と
しての経験を有する者

(2)五年以上役員等としての経験を有 し、かつ、建設業に関 し、二年以上役員等としての経験を有

する者
ハ 国土交通大臣がイ又は口に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定 したもの。
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法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配
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業務を執行する社員・

取締役・・・・・・・

執行役

・持分会社 (合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員
株式会社の取締役

指名委員会等設置会社の執行役

これらに準ずる者・・ ・法人格のある各種組合等の理事等×

※ 執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役
に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権

限委譲を受けた執行役員等については含まれるものとする。
ただし、建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門 (一部の営業部門のみを分掌する場合や資金・資材調達のみ

分掌する場合等)の事業執行に係る権限委譲を受けた執行役員等は除く。

●「常塾であるもの上 とは

原則として主たる営業所 (本社、本店等)において休日その他勤務を要 しない日を除き一定の計画の

もとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者※をいう。
※建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要す

る営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。

●「建設業に関堕1と は

全ての建設業の種類をいい、業種ごとの区別をせずに、全ての建設業に関するものとして取り扱う。



●「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは

業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又
は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等

建屋:奎言塾:当[聖.墓髪巡≡塾IG金全艶上L宣墨:曇=型i」
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を有する者をいう。

【非常勤役員等における経験について】
・経営業務への関与の状況、業務執行権限等により個別に経験内容を確認します。
【海外企業における経験について】
。国土交通本省 不動産 。建設経済局国際市場課において別途認定を行っています。

○ 「財務管理の業務経験」
・建設工事 を施工す るにあたって必要な資金 の調達や施工中の資金繰 りの管理、下請業者への代金の

支払 いな どに関す る業務経験 をい う。

○ 「労務管理の業務経験」
。社内や工事現場 における勤怠の管理や社会保険関係 の手続 きに関する業務経験 をい う。

○ 「業務運営の業務経験」
。会社の経営方針や運営方針 の策定、実施 に関す る業務経験 をい う。

なお、これらの業務経験はそれぞれの経験期間が重複 して認められるため、全ての業務経験があれば 1名 の配置

でも認められます。

●「直接に補佐する」とは

組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接
韮|』:蟹iと:≧生_受:上!』iコI螢:生_皇:菫」生【壼iニユことをいう。

●「役員等に次ぐ職制上の地位」とは

申請者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有す
ることを要 しない。
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経営業務の管理責任者
としての経験

執行役員等 として

経営業務を管理 した

経験

経営業務の管理責任者

を補佐する業務に

従事 した経験

5年以上 6年以上

規員|」 第 7条第 1号
イ(1)

規則第 7条第 1号
イ(2)

【個別認定②】

規則第 7条第 1号
イ(3)

【個別認定③】

規則第 7条第 1号
口 (1)

【個別認定④】

役員等

(建設業以外を含む)

役員等に次ぐ職制上の地位の場合は

財務管理・労務管理・業務運営の

いずれかの業務の経験

5年以上

(建設業の役員等の経験 2年以上含む)

建設業の財務管理・労務管理・業務運営
:こ ついてそれぞれ業務経験 5年以上の者

規則第 7条第 1号
口(2)

【個別認定⑤】

●_「魅登宣里 ■二五登_宣塑≧_塞産奎聖望の墜墾量型険」__と上

3.経験内容 0期間一覧表

経験期間

の地位

必要経験

常勤役員等を

直接補佐する者

年数

根拠法令



(1)認定申請の時期

経営業務の管理責任者を変更する予定日の概ね 1か月前までに申請を行ってください。

(2)認定申請の方法

申請者は、認定申請書及び認定調書 (別紙 6)に必要事項を記入の上、必要な確認資料を添付 して

関東地方整備局宛てに認可申請を行って ください。なお、申請にあたっては、申請書類送付前に必ず

連絡をお願いします。

【申請 。問合せ先】国土交通省関東地方整備局建政部建設産業第一課建設業係
〒330-9724埼 玉県さいたま市中央区新都心2-1さ いたま新都心合同庁舎2号館

電話 :048(601)3151(代 表) FAX:048(600)1921

(3)認定後の許可申請等の方法

○「経営業務の管理責任者証明書 (様式第七号、第七号の二)」 の (1)備考欄に個別認定済みで
ある旨を記載してください。 (記載例 :令和〇年○月○日個別認定済)

○認定を受けた常勤役員等 (権限委譲をうけた執行役員等を含む)について、「役員等の一覧表

(様式第一号別紙―)」 に記載するとともに必要な変更届を提出してください。

(4)認定申請に必要な確認資料

【個別認定①】 (取締役等に準ずる者としての職制上の地位の認定)《認定調書別紙6》

○申請時点において、被認定者が、取締役等に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関 し、

取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた者 (執行役員等)で
あることの認定

目糸且織図その他これに準ずる書類
・申請時点における被認定者の地位が2盤墾奎註:Й三

`聾

ltti巴上の_些壁二1宣】壺:置i選:塾12直工Σ_に あることを
確認します。

轍 11‐ 1 ■  1・       i   l
・被認定者が業務執行を行 う特定の事業音|'問 が建三塁業に関する皇主韮皿であることを確認 します。
・業務分掌規程で確認ができない場合及び社内規定が無い場合等は、その他の追加資料 (決裁文書・

稟議書等)を提出 していただき事業部門の業務内容の詳細を確認 します。

崖三塁劃i聾聖二∠と皇塞」2三二置互を生金豊塾量生崖螢艶垂圧L止二重望≧菫:墓i堅[■2Zピ窒連 立乙:赳全i直筆 ≧L産塾上
己童⊇豊全皇奎金盪全笠じL≦2皇表当亘■二企鑑崖墾杢重量生塁二立上壷生往璧重笠上基聖畳≧2L昼型■。_

■定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会
の議事録その他これに準ずる書類
・被認定者が取締役会の決議により生主Ω蔓塞墾F]口彊L【菫登塾董:整墜き⊆を三:垂:≡:二重:塾:LZhi箋こ_堕:【」墨生:

されたことを確認します。
・被認定者が取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従 って、特定の事業部趾 園__Lコ〔:△

生塞:ュi亜1墜型菫量乳i墜1釜1全全ュ重建:二:≧型:∃|△!皇左圭:髪1豊壼:弘:≡1窒i並:左‐登:董であることを確認します。

◆個別認定申請の手続き



【個別認定②】 (権限委譲を受けた執行役員等として経営業務を管理した経験の認定)

《認定調書別紙6-1》

○被認定者 ,こ よる経験内容が、執行役員等 としての建設業の経営業務を管理 した経験 (5年以上)である

ことの認定

○取締役会の決議により特定の事業部門に関 して業務執行権限の委譲を受け、かつ、取締役会によって

定め られた業務執行方針に従 って、代表取締役の指揮及び命令のもと:こ 、具体的な業務執行に専念 した

経験であることを認定

目組織図その他これに準ずる書類
・被認定者による経験が重壺壁:墨茎:墜:≦墾雄墜:型:盪墨ユ_壺:図幽i壁:豊2:直工Lにおける経験であることを確認

します。

鑽■'II=: 1l    f :  :
・被認定者が業務執行を行う特定の事業部門が建設圭二因する事業部門で あることを確認 します。
。業務分掌規程で確認ができない場合及び社内規定が無い場合等は、その他の追加資料 (決裁文書・稟議

書等)を提出していただき事業部門の業務内容の詳細を確認 します。
・董塁生装」二f量立lる」髪塞こと二二重劃望⊆≧互墜∠宣三≧≧茎二」こ二壷L塞:王皿_上

=童
墜乙≧菫L塞ヨ塾fll≦Eと登Lを重≧皇立Lう」星塗≧生三童重≧_1_董肇L生[旦

達≦笙と登塗≡皇立L乙上場二笠豊)_」室≧壷≡差圭遜二Ll董二∠二整f握≧委壷整生受」上左豊ビ伍役塾塾笠二」五塾埜生生≧21二圭量二五笠_
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・取締役会の決議により壁二2奎菫造[狙:=:ユL夏:釜豊菫:邑:匠崖菫璽憂壺蒙憂塾上金釜L_堕■選任されたことを

確認 します。
・取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の

上旨旦 墜生釜全全2量Lと上 、_具塾整塾」墾壁遜型蔓塾主主全置であることを確認 します。

■取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類
・執行役員等の経験期間 (5年以上)を確認します。

【個別認定③】 (経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験の認定)

《認定調書別紙6-1》

○被認定者による経験内容が、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事 した経験 (6年以上)である

ことの認定

○取締役、執行役、組合理事、事業主、支酉己人、支店長及び営業所所長等に次 ぐ職制上の地位にあって、
建設工事の施工に必要 とされる資金の調達、技術及び技能者の配置、下請業者 との契約の締結等の経営

業務全般につしヽて従事 した業務経験を認定

観組織図その他これに準ずる書類
・被認定者による経験が、取逓壺=立昼生ュ_墨≦型 豊 =_皇菫主 _生塁△、_立」占LttLL盛堂甑 墓五五日玉豊 Ll次£
職制上の地位 (取締役等の直下)における経験であることを確認 します。

。被認定者による経験が、権限委譲を受けた執行役員等に次ぐ職制上の地位における経験である場合には、
【個別認定②】に準じて、当該執行役員等の業務執権限等を確認します。

1・
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・被認定者による経験内容が、建設業に関立 る部臣における経験であることを確認 します。
・被認定者による経験内容が、建設工事の施工に必要とされる資金エコ董塾」整血丞ゴ壁量壁璽型亜塾_II丘
業当L生2壷壺菫盛壼i饉笠⊆量宣圭菫型区

=≦
盤22重歪回】ニユ墜≦従皇L止経験であることを確認します。

・業務分掌規程で確認ができない場合及び社内規定が無い場合等は、その他の追加資料 (決裁文書・稟議

書等)を 求め事業部門の業務内容の詳細を確認 します。

国人事発令書その他これに準ずる書類
。経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験期間 (6年以上)を確認します。

∠



【個別認定④-1】 (建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験の認定)

《認定調書別紙6-2》

○被認定者による経験内容が、建設業の役員等の経験が 2年以上あ り、それに加えて建設業の役員等又は

役員等に次 ぐ職制上の地位にある者 (建設業の財務管理、労務管理又は業務運営の業務 :こ 限る)の経験
を 3年等有する者Xであることの認定
X役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を通算で 5年以上有することが必要です。

【建設業の役員等の経験】

(役員等としての経験の場合)

■登記事項証明書
・建設業の役員等の経験期間 (2年以上)を確認します。

■建設業許可通知書 (写 )
。証明期間において建設業許可を有していたことを確認します。
。許可のない期間中の軽微な工事での経験の場合は、経験期間分の工事請負契約書又は注文書及び請書
により確認します。

(権限委譲を受けた執行役員等としての経験の場合)

■湘]織図その他これに準ずる書類
・被認定者による経験が量壁墾≦註:Z:聖 :国:当i上上」2_地位_【宣】壺ittiご:塾:2直工Σ_に おける経験であることを
確認します。

日定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会
の議事録その他これに準ずる書類
・取締役会の決議により

`簿
中 の 菫三当室書KF月 こ

「
I´ て 茎 落 勤 B昆 の 委 講 を辱 け ろ者 と |´ てう巽仔 されたこと

を確認 します。
。取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特 申 の ヨヨ彗彗書BF局 に同日して、代表取締役 の

韮i』:堕
`墜
im上 止上二_塾 」」△墜塑壁重■蔓望金する者であることを確認します。

国取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類
・執行役員等の経験期間 (2年以上)を確認します。

(令 3条の使用人としての経験の場合)

■就任時、退任時の変更届出書 (写)

・令 3条の使用人の経験期間 (2年以上)を確認します。

豪 写 i ・
‐
_ __~‐ ‐  .      .      _ _   ― ―  ::
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・被認定者による経験が、取締役、執行役、組全理事、事業主、支配人等 ;三_次 ぐ職制上の地位 (取締役
等の_直正)_に あることを確認 します。

・被認定者による経験が、権限委譲を受けた執行役員等に次ぐ職制上の地位における経験である場合
には、 【個別認定②】に準 じて、当該執行役員等の業務執行権限等を確認 します。

5載 |●:.1111■ || = ―     ′   il  I=
・被認定者による経験が、量登管理_童髪饉理憂弘髪量医量豊Ω量至れ2_2業菫 関立登茎業部門である

ことを確認 します。
。業務分掌規程で確認ができない場合及び社内規定が無い場合等は、その他の追加資料 (決裁文書・稟
議書等)を提出していたださ事業部門の業務内容の詳細を確認 します。

職 :‐ |■  .:・  ■■ |‐   =「 ‐
・ ■       ・  ■|

・建設業の役員等に次 ぐ職制上の地位にある者としての経験期間 (3年等)を確認 します。
:

【役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験】



【個別認定⑤-1】 (役員等としての経験の認定)《認定調書別紙6-2》

○被認定者による経験内容が、建設業の役員等 としての経験が 2年以上あ り、それに加えて役員等の経験

を 3年等有する者Xであることの認定

X役員等又 |ま役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を通算で 5年以上有することが必要です。

■ 【個別認定④-1】 と同じ

【建設業の役員等の経験】

【役員等の経験】

(役員等 としての経験の場合)

轟登記事項証明書
・役員等の経験期間 (3年等)を確認します。

(権限委譲を受けた執行役員等としての経験の場合)

■糸且織図その他これに準ずる書類
・被認定者による経験が:取重役:釜:上:墜≦1墨!壁!量型:盪重:二_重:図1壷:壁:≧2:重正とにおける経験であることを

確認します。

■定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規定、取締役

会の言義:事録その他これに準ずる書類
。取締役会の決議により些定

=壁
整窒望整亜]堕:笙:量]奎執:鐘:整:医を■と菫:通i蒙:遷:聾:LttittLL:二量盤されたこと

を確認します。
。取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従 って、特立工2昼 :::::i:::」::i:[`_[:」 :]_1_:::_[::]_」 [三生」:【::ヽ工l並::」:]X`][:``::≦ Z[と

量 !蔓墜1釜:金金:£重:L旦≧型塾墾菫査圭髪豊産五基豊量主1登:置であることを確認します。

国取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類
・役員等の経験期間 (3年等)を確認します。

‥

一

【個別認定④-2、 ⑤-2】 (常勤役員等を直接補佐する者の職制上の地位及び業務経験の認定)

《認定調書 別紙6-3》

○申講時点において、被認定者 (直接補佐者)が、個別認定④ -1又は⑤ -1の常勤役員等に次ぐ職制上

の地位におり、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常動で行う者であることの認定

○被認定者 (直接補佐者)に よる経験内容が、建設業の財務管理、労務管理、業務運営それぞれの業務経

験 (5年以上)であることの認定

鸞 II=1:  1      1■ ■■「

・被認定者の地位が、堂豊醒量 三三l■次_⊆」囲 1上の圭世生 _盗量≦⊇直 正Σ_二止」、_当該豊 墾 L量盤ヱ1聖≧直 堕主豊

揮命令生受け業務を常勤で行う者であることを確認 します。

ま壁1'■・11 1:・ :■ ‐ ~―|           ―・:  _:1-1-

・被認定者による経験内容が申請業者におけ登崖韮業の財務管理、労務管理、業務運営の業務経験である

ことを確認 します。
・業務分掌規程等で確認ができない場合及び社内規定等が無い場合等は、その他の追加資料 (決裁文書・

稟議書等)を提出していただき事業部門の業務内容の詳細を確認 します。
・業務経験には役員としての経験も含まれますが、経験における地位・役職等の要件は求めないため、

例えば事務担当者として従事 した経験も含めることができます。

ま業:: ‐. :●: ._ _ |‐・ ' ‐ .     .    _     '‐ ‐― ‐
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・業務経験の期間 (5年以上)を確認 します。

:

L

〔


